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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
送信装置と、
受信装置と、
からなる送受信装置であって、
前記送信装置は、
入力された放送信号に対し、第１の制御回路の制御内容に従って音質または画質の処理を
行い、第１の音声信号または第１の映像信号として出力する第１の処理回路と、
前記受信装置からの第１の制御信号を受け入れ可能で、前記第１の処理回路の機能の有効
無効を制御する第１の制御回路と、
前記第１の処理回路における処理方式や処理性能に関する情報を含む第１の回路属性情報
を記録する第１の記録部と、
を備え、
前記受信装置は、
前記送信装置からの出力である第１の音声信号または第１の映像信号に対し、第２の制御
回路の制御内容に従って音質または画質の処理を行い、第２の音声信号または第２の映像
信号として出力する第２の処理回路と、
前記送信装置からの第２の制御信号を受け入れ可能で、前記第２の処理回路の機能の有効
無効を制御する第２の制御回路と、
前記第２の処理回路における処理方式や処理性能に関する情報を含む第２の回路属性情報
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を記録する第２の記録部と、
を備え、
さらに、
前記送信装置は、
前記受信装置から前記第２の記録部に記録された第２の回路属性情報が入力され、前記第
２の回路属性情報と前記第１の記録部に記録された前記第１の回路属性情報とに基づいて
高性能な処理を行うように前記第１の処理回路の機能を制御し、かつ／または、前記第２
の処理回路の機能の有効無効を制御する前記第２の制御信号を前記受信装置に出力する第
１の比較部を備え、
前記受信装置は、
前記送信装置から前記第１の記録部に記録された第１の回路属性情報が入力され、前記第
１の回路属性情報と前記第２の記録部に記録された前記第１の回路属性情報とに基づいて
高性能な処理を行うように前記第２の処理回路の機能を制御し、かつ／または、前記第１
の処理回路の機能の有効無効を制御する前記第１の制御信号を前記受信装置に出力する第
２の比較部を備え、
前記送信装置、および、前記受信装置は、
前記第１の回路属性情報と前記第２の回路属性情報の前記機能の有効無効を判定する判定
アルゴリズムの世代番号を保持するメモリを備える、
送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の機器を接続して映像音声信号を処理して伝送して出力する映像音声信
号処理方式および送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、機器間をつなぐデジタルインターフェースとして、ＨＤＭＩ（登録商標）等の普
及に伴い、ベースバンド信号で機器間を接続する場合が増えており、高画質高音質のデジ
タルデータの伝送が成されている。また、各機器は独自の高画質化回路、又は高音質化回
路を内部に持っている場合が多い。しかし夫々の高画質化回路や高音質化回路は機器単体
で最適画質最適音質を構成するように設計されている。従って、複数の機器を介して映像
や音声を出力する場合に最適な画質音質が出力されるとは限らない。
【０００３】
　また、特に信号受信側である表示装置は各フレーム、或いはそのフレームの一部分が静
止画か動画かに依存して作用させる回路を適応的に切り替えて動作することが多い。しか
し、静止画か動画かは得られた映像情報からのみ判定しているので、判定アルゴリズムな
らびに画像の性質によっては誤検出により最適ではない画質になる場合もある。
【０００４】
　この改善策として、ＩＥＥＥ１３９４（登録商標）のような双方向バスで複数の機器が
接続された場合には、各機器が内部に自身の処理可能な属性情報を保持し、デコードの可
否を比較していずれの機器がどの機能を動作させるかを決定する方式が提案されている。
【０００５】
　しかしながら、上記の方式では、送信装置と受信装置のどちらのどの機能を用いた方が
より高画質高音質の出力が得られるかに基づくシステム全体の最適制御はできない。また
、上記の方式では、受信装置側の処理においてフレーム或いはフレームの一部の精度で動
画と静止画を性格には判定することが出来ない。
【０００６】
　さらに、上記の方式では、送信装置と受信装置の双方で映像信号及び音声信号の処理を
行う場合には、重複した処理を行なうことになる。その結果、送信装置及び受信装置のシ
ステム全体としての負荷が大きくなる。上記の方式では、このような課題がある。
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【特許文献１】特開平１１－１８７０３４号公報
【非特許文献１】ＨＤＭＩ規格、Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉ
ａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ「Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　０．９」「Ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．０」「Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．１」
【発明の開示】
【０００７】
　本願発明の送受信装置は、送信装置と、受信装置と、からなる送受信装置であって、前
記送信装置は、入力された放送信号に対し、第１の制御回路の制御内容に従って音質また
は画質の処理を行い、第１の音声信号または第１の映像信号として出力する第１の処理回
路と、前記受信装置からの第１の制御信号を受け入れ可能で、前記第１の処理回路の機能
の有効無効を制御する第１の制御回路と、前記第１の処理回路における処理方式や処理性
能に関する情報を含む第１の回路属性情報を記録する第１の記録部と、を備え、前記受信
装置は、前記送信装置からの出力である第１の音声信号または第１の映像信号に対し、第
２の制御回路の制御内容に従って音質または画質の処理を行い、第２の音声信号または第
２の映像信号として出力する第２の処理回路と、前記送信装置からの第２の制御信号を受
け入れ可能で、前記第２の処理回路の機能の有効無効を制御する第２の制御回路と、前記
第２の処理回路における処理方式や処理性能に関する情報を含む第２の回路属性情報を記
録する第２の記録部と、を備え、さらに、前記送信装置は、前記受信装置から前記第２の
記録部に記録された第２の回路属性情報が入力され、前記第２の回路属性情報と前記第１
の記録部に記録された前記第１の回路属性情報とに基づいて高性能な処理を行うように前
記第１の処理回路の機能を制御し、かつ／または、前記第２の処理回路の機能の有効無効
を制御する前記第２の制御信号を前記受信装置に出力する第１の比較部を備え、前記受信
装置は、前記送信装置から前記第１の記録部に記録された第１の回路属性情報が入力され
、前記第１の回路属性情報と前記第２の記録部に記録された前記第１の回路属性情報とに
基づいて高性能な処理を行うように前記第２の処理回路の機能を制御し、かつ／または、
前記第１の処理回路の機能の有効無効を制御する前記第１の制御信号を前記受信装置に出
力する第２の比較部を備え、前記送信装置、および、前記受信装置は、前記第１の回路属
性情報と前記第２の回路属性情報の前記機能の有効無効を判定する判定アルゴリズムの世
代番号を保持するメモリを備える、送受信装置とした。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、ここで示す
実施の形態はあくまでも実施例であって、本発明は、必ずしもこの実施の形態に限定され
るものではない。
【００１４】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における送信装置と受信装置の構成を示すブロック図で
ある。送信装置１００は、映像信号源１０１と第１の高画質処理回路１０２と制御回路１
０３と第１の記録部１０４で構成されている。受信装置１１０は、第２の高画質処理回路
１１１と一時記憶部１１２と比較部１１３と第２の記録部１１４と表示デバイス１１５で
構成されている。
【００１５】
　映像信号源１０１は一般にはＭＰＥＧデコーダなどで構成されており、ベースバンド映
像信号を出力する。第１の高画質処理回路１０２は、映像信号源１０１から出力される信
号を高画質処理する。制御回路１０３は第１の高画質処理回路１０２の動作を制御する。
第１の記録部１０４は送信装置１００側の第１の回路属性情報を格納する。一時記憶部１
１２は第１の記録部１０４に記録されている第１の回路属性情報を一時記憶する。第２の
記録部１１４は受信装置１１０の第２の回路属性情報を格納する。比較部１１３は一時記
憶部１１２に記憶された送信装置１００の第１の回路属性情報と、第２の回路属性情報の
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内容を比較する。第２の高画質処理回路１１１は、第１の高画質処理回路１０２から出力
される信号を高画質処理する。表示デバイス１１５は表示を行う。具体的な送信装置１０
０と受信装置１１０の組み合わせとしては、送信装置１００を放送局からの放送信号を受
信するセットトップボックス（ＳＴＢ）とした場合には受信装置１１０はＳＴＢから出力
された信号を表示するテレビである。送信装置１００を記録再生装置とした場合には受信
装置１１０はテレビ等の組み合わせである。なお、本願発明はこれらの組み合わせに限ら
れるものではなく、上述した構成を有する送信装置１００と受信装置１１０であれば良い
。ここで、送信装置１００と受信装置１１０はデジタル信号を送受信可能なようにＨＤＭ
Ｉ（登録商標）等により接続されているが、本願発明はこれに限定されるものではなく、
後述する信号の送受信が可能な配線であればよい。
【００１６】
　図２Ａは第１の回路属性情報の一例、図２Ｂは第２の回路属性情報の一例である。以下
、この例を基に本発明の実施の形態１の動作を更に説明する。ここで、第１の回路属性情
報と第２の回路属性情報は、図２Ａと図２Ｂに示すように、映像信号に対して画質を制御
するための「ＩＰ変換」、「デジタルＡＩ」、「エッジ強調」、「色補正」等の機能の情
報をいう。これらの「ＩＰ変換」や「デジタルＡＩ」や「エッジ強調」や「色補正」等は
、予め決められた項目に関する機能である。図２Ａと図２Ｂにおいて、「有無」の欄は上
述の夫々の機能の有無を示しており、「×」印は当該機能を備えていないことを示し、「
○」印は当該機能を備えていることを示している。「ＯＮ／ＯＦＦ可否」の欄は上述の夫
々の機能を動作／停止可能か否かを示しており、「可」は当該機能を動作／停止すること
が可能でることを示し、「不可」は当該機能を動作／停止することが可能ではないことを
示している。「ＯＮ／ＯＦＦ可否」欄での「－」は、当該機能が存在しない場合であって
ＯＮ／ＯＦＦ切り替えそのものが存在しえないことを示している。なお、実施の形態１で
は映像信号に対する制御について説明するが、本願発明はこれに限定されるものではなく
、図示していないが、音声信号に対する音質の制御を行うことも可能である。
【００１７】
　まず、送信装置１００と受信装置１１０が接続されたとき、受信装置１１０は送信装置
１００の第１の記録部１０４に記録されている第１の回路属性情報の内容を一時記憶部１
１２に格納する。次に、比較部１１３は、第２の回路属性情報と第２の記録部に記録され
ている第１の回路属性情報とを比較する。なお、実施の形態１においては、一時記憶部１
１２及び比較部１１３を受信装置１１０に備えた構成としているが、本願発明はこれに限
定されるものではなく、送信装置１００側に一時記憶部１１２及び比較部１１３を備える
構成としてもよい。また、実施の形態１においては、送信装置１００と受信装置１１０が
接続されたときに第１の回路属性情報の受け渡しを行っているが、本願発明はこれに限定
されるものではなく、所定時間ごとに第１の回路属性情報の受け渡しを行うことも可能で
ある。
【００１８】
　次に、比較部１１３の動作について説明する。第１の回路属性情報は図２Ａのように定
義され、第２の回路属性情報は図２Ｂのように定義されている場合を仮定する。この場合
には、比較部１１３は、ＩＰ変換機能に関しては送信装置１００側には無いので受信装置
１１０側の第２の高画質処理回路１１１がＩＰ変換機能を実行することが良いと判断する
。デジタルＡＩ機能に関しては送信装置１００と受信装置１１０の両方に存在する。デジ
タルＡＩ機能の実施は送信装置１００と受信装置１１０のいずれでも良いが一般に受信装
置１１０側の方が高機能であると予測されるので、比較部１１３は受信装置１１０側の第
２の高画質処理回路１１１がＡＩ機能を実行することが良いと判断する。エッジ強調機能
に関しては送信装置１００と受信装置１１０両方に存在する。しかし、図２Ｂに示されて
いる通り、受信装置１１０側の第２の高画質処理回路１１１はエッジ強調機能を停止出来
ない。したがって、比較部１１３は受信装置１１０側の第２の高画質処理回路がエッジ強
調機能を実行することが良いと判断する。色補正機能に関しては送信装置１００と受信装
置１１０両方に機能が存在する。しかし、図２Ａに示されている通り、送信装置１００側
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の第１の高画質処理回路１０２は色補正機能を停止出来ない。したがって、比較部１１３
は送信装置１００側の第１の高画質処理回路１０２が色補正機能を実行することが良いと
判断する。
【００１９】
　比較部１１３の１つの出力は第２の高画質処理回路１１１に接続され、上述のプロセス
で判断した機能を実行するように作用する。また、比較部１１３の他の出力は第１の高画
質処理回路１０２を制御する制御回路１０３に接続される。そうして、制御回路１０３は
、上述のプロセスで送信装置１００側で実行すべきと判断した機能に関して、第１の高画
質処理回路１０２の機能を有効にするように作用する。
【００２０】
　送信装置１００と受信装置１１０を接続したシステムにおける高画質処理は、複数の装
置が接続されて同じ処理を行う回路が重複している場合であっても、以上の処理により重
複した処理を行うことはない。且つ、以上の処理により、最適な回路を選択して処理を行
うことが可能になる。こうすることで、処理の重複や不足なくシステムの持つ性能を有効
に生かした動作をすることが可能になる。
【００２１】
　なお、上述した説明においては、入力された放送波に含まれる映像信号に対する画質の
補正処理について説明したが、本願発明はこれに限定されるものではなく、入力された放
送波に含まれる音声信号に対する音質の補正処理や入力された放送波に含まれるデータ信
号に対する信号の補正処理についても適用することも可能である。
【００２２】
　（実施の形態２）
　実施の形態２の発明に係るブロック図は図１と同じである。ただし、第１の回路属性情
報および第２の回路属性情報の内容のみ、実施の形態１と異なる。図３Ａは実施の形態２
における送信装置１００の第１の回路属性情報の内容の一例を、図３Ｂは実施の形態２に
おける受信装置１１０の第２の回路属性情報の内容の一例を、それぞれ示している。これ
らの「ＩＰ変換」や「デジタルＡＩ」や「エッジ強調」や「色補正」等は、予め決められ
た項目に関する機能である。
【００２３】
　実施の形態１と同様の箇所や動作の説明は省略し、実施の形態１と異なる箇所や動作を
中心に説明する。
【００２４】
　なお、実施の形態２においては、一時記憶部１１２及び比較部１１３を受信装置１１０
に備えた構成としているが、本願発明はこれに限定されるものではなく、送信装置１００
側に一時記憶部１１２及び比較部１１３を備える構成にしてもよい。また、実施の形態２
においては、送信装置１００と受信装置１１０が接続されたときに回路属性情報の受け渡
しを行っているが、本願発明はこれに限定されるものではなく、所定時間ごとに回路属性
情報の受け渡しを行うことも可能である。
【００２５】
　実施の形態１では、比較部１１３が比較を実行する際に、例えば、デジタルＡＩ機能は
送信装置１００と受信装置１１０のどちらでもＯＮ／ＯＦＦ制御できる場合にいずれを選
択すべきかの判断基準は必ずしも明確でない。これに対して、実施の形態２では、レベル
で機能の優位性を規定することで、夫々の機能を処理する回路をより高性能に選択するこ
とができる。
【００２６】
　図３Ａは図２Ａでの「有無」の欄が「レベル」の欄に代わり、図３Ｂは図２Ｂでの「有
無」の欄が「レベル」の欄に代わっている。図３Ｃから図３Ｆは、その「レベル」の定義
の一例である。レベルが「０」の場合は当該機能が実行されていないことを示す。レベル
は「１」「２」「３」の順に処理が高性能になることを示している。図３Ｃは「ＩＰ変換
」のレベルを示す表であり、図３Ｄは「デジタルＡＩ」のレベルを示す表であり、図３Ｅ
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は「エッジ強調」のレベルを示す表であり、図３Ｆは「色補正」のレベルを示す表である
。送信装置１００側でのデジタルＡＩの欄は、図３Ａに示されている通り、レベルは「３
」である。受信装置１１０側でのデジタルＡＩの欄は、図３Ｂに示されている通り、レベ
ルは「２」である。レベルは「２」より「３」の方が同じ機能でも高性能な処理が期待で
きる。従って、この場合は、デジタルＡＩ処理の機能は送信装置１００側のレベル「３」
を用い、受信装置１１０側は停止するように比較部１１３が作用する。図３Ｃから図３Ｆ
において、「無」は当該機能が存在しないことを示している。そうして、「低」「中」「
高」の順に当該機能の優位性が高くなる。
【００２７】
　次に、比較部１１３が接続の系の中に複数ある場合に、どちらの判定結果に従うのが良
いかをシステム全体で判断するための方法を以下に説明する。送信装置１００と受信装置
１１０の夫々が持つそれぞれの比較部の比較アルゴリズムに製造時に連番が付ける。この
連番は、例えば比較部１１３の内部にあるメモリに記憶される。このメモリは、例えば不
揮発性メモリで構成される。こうすることで、その連番（バージョン番号のようなもの）
が新しいほうの判定アルゴリズムを用いるように動作させることができる。これによって
、より良い信号処理結果が得られる。
【００２８】
　なお、製造メーカの違いなどにより連番の比較ができない場合に備え、連番だけではな
く出荷の日付等を上述のメモリに保持しておくこともできる。
【００２９】
　以上の処理により、送信装置１００と受信装置１１０を接続したシステムにおける高画
質処理は、複数の装置が接続されていて同じ処理を行う回路が重複している場合であって
も、重複した処理を行うことなく、レベル情報に基づいて、さらに詳細に最適な回路を選
択して処理を行うことが可能になる。こうすることで、処理の重複や不足なくシステムの
持つ性能を有効に生かした動作をすることが可能になる。
【００３０】
　なお、上述した説明においては、入力された放送波に含まれる映像信号に対する画質の
補正処理について説明したが、本願発明はこれに限定されるものではなく、入力された放
送波に含まれる音声信号に対する音質の補正処理や入力された放送波に含まれるデータ信
号に対する信号の補正処理についても適用することも可能である。
【００３１】
　（実施の形態３）
　図４Ａと図４Ｂは、本発明の実施の形態３を説明するための説明図である。実施の形態
３に係る本発明のブロック図は図１を用いる。実施の形態３での送受信装置は図１の第１
の回路属性情報および第２の回路属性情報の内容も実施の形態１と同じであるが、加えて
図４Ａに示すように映像フレームの帰線期間に特定の情報を重畳する。以下、図１と図４
Ａと図４Ｂを用いて実施の形態３を説明する。
【００３２】
　一般に映像信号は１秒に約３０フレームまたは約２５フレームの映像から構成されてい
る。図４Ａは１０８０ｉ信号の場合を例として示している。１０８０ｉ信号は１フレーム
は水平２２００画素、垂直１１２５ラインから成る。そのうち、有効画面１４２は水平１
９２０画素、垂直１０８０ラインであって、その他の領域は帰線期間１４３である。アナ
ログ信号伝送では、この帰線期間１４３は送受信間での画面の同期を保つために有用であ
る。しかし、デジタル伝送においてはこの帰線期間１４３は冗長であるため、この帰線期
間１４３を用いて情報の伝送を行うことが出来る。
【００３３】
　ＨＤＭＩ伝送の場合には、この帰線期間１４３に挿入されるデータはパケット１４１の
形式をとるので、新たにパケット１４１の識別番号を割当てれば、同じパケット１４１の
形式で種々の情報を伝送することができる。
【００３４】
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　送信装置１００は、或る時刻に出力するフレームの大部分がオンスクリーンディスプレ
イ表示などの静止画面であるか、もしくは通常の動画像画面であるかは、マイコンが認知
している。従って、マイコンがパケット１４１を用いて受信装置１１０側に当該フレーム
が静止画であるか動画であるかの情報を伝送することが出来る。なお、システムを制御す
るマイコンが存在することは自明であるので、図１ではマイコンを明示していない。実施
の形態３では、図４Ｂに示すようにパケット１４１で伝送される情報が「０」であれば「
静止画」であり、「１」であれば「動画」であることを示している。
【００３５】
　受信装置１１０は、パケット１４１により当該フレームが静止画であるという情報を得
れば、内部信号処理をする過程で静止画として当該フレームを扱って高画質処理を行うよ
うに動作する。なお、受信装置１１０内部の第２の高画質処回路１１１も、独自に当該フ
レームが静止画か動画かの判定を行うのが一般的である。したがって、パケット１４１か
ら得た情報はそのまま使うのではなく総合的に判定することも可能である。このようにし
て、第２の高画質処理回路１１１は、適応的に処理を実行することができる。
【００３６】
　なお、当該フレームが静止画であるかないかだけを図４Ｂのようにして送るのではなく
、画面上の或る領域が静止画で他の領域がそうではない場合もある。その場合は、パケッ
ト１４１の内容に水平の座標値と垂直の座標値を用いたエリアで表記すればより精度の良
い画質補正を行うことが出来る。
【００３７】
　なお、上述した説明においては、入力された放送波に含まれる映像信号に対する画質の
補正処理について説明したが、本願発明はこれに限定されるものではなく、入力された放
送波に含まれる音声信号に対する音質の補正処理や入力された放送波に含まれるデータ信
号に対する信号の補正処理についても適用することも可能である。
【００３８】
　（実施の形態４）
　実施の形態４に係るブロック図は実施の形態１と同じ図１である。図１での第１の回路
属性情報および第２の回路属性情報の内容は実施の形態１から実施の形態３と同様である
。図５Ａと図５Ｂに示すように、映像フレームの帰線期間１５３に特定の情報をパケット
１５１として重畳することは実施の形態３と同じであるが、パケット１５１で伝送する内
容はパケット１４１で伝送する内容と異なる。
【００３９】
　以下、図５Ａと図５Ｂを用いて実施の形態４での伝送方法を説明する。図５Ａはフレー
ム１５０の構成を示す図である。なお、図５Ａについては図４Ａと異なる箇所のみを説明
し、図４Ａと同様の箇所は説明を省略する。
【００４０】
　一般に、放送などでは時間的に素材の解像度が変化することがある。その信号を受信し
たセットトップボックスなどでは、変化した解像度のまま出力すると受信装置側で表示デ
バイス１１５の物理的同期を取るまでの数十ミリ秒から数百ミリ秒の期間、画面がちらつ
くことがある。画面がちらつくと視聴者にとって不快である。それを避けるため、送信装
置１００から出力する解像度は一定に保つ設定にすることがある。この場合、受信装置１
１０側で高画質処理回路を適用する時には、送信装置１００で変換する前の解像度が何で
あったか、および変換後の解像度が何か、を知ることがより良い処理内容に結びつく。
【００４１】
　実施の形態４においては、図５Ｂに示すような「元の解像度」と「出力されている解像
度」の対応関係がコード化してモード値として定義づけられる。そのモード値が帰線期間
１５３に伝送される。
【００４２】
　図５Ｂは、そのモードの定義例を示す表である。例えば、「元」の解像度が「４８０ｉ
」で「出力」の解像度が「１０８０ｉ」の場合はモードのコードは「０」である。「元」
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の解像度が「７２０ｐ」で「出力」の解像度が「１０８０ｉ」の場合はモードのコードは
「１」である。「元」の解像度が「１０８０ｉ」で「出力」の解像度が「１０８０ｉ」の
場合はモードのコードは「２」である。
【００４３】
　従来方式では、送信装置１００側だけが元の解像度は知っており、受信装置１１０は元
の解像度は分からない。しかし、上述のような仕組みを設けることで、送信装置１００側
が知っている元の解像度を受信装置１１０側に知らせることが出来る。そのため、受信装
置１１０側の第２の高画質処回路１１１での高画質処理を適用する上で有用に役立ち、結
果的に高品質な表示を得ることが出来る。
【００４４】
　なお、同様に元の解像度がプログレッシブ（順次走査）構造であったかどうかや、送信
装置１００側でのＩＰ変換（インターレースからプログレッシブスキャンへの走査変換）
が行われたかどうかを伝送することが、高画質処理を適用する上で更に役立ち、結果的に
高品質な表示を得ることが出来る。
【００４５】
　なお、上述した説明においては、入力された放送波に含まれる映像信号に対する画質の
補正処理について説明したが、本願発明はこれに限定されるものではなく、入力された放
送波に含まれる音声信号に対する音質の補正処理や入力された放送波に含まれるデータ信
号に対する信号の補正処理についても適用することも可能である。
【００４６】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５でのブロック図は、実施の形態４でのブロック図と同じであるが
、パケット１５３で伝送する内容が異なる。
【００４７】
　一般に１０８０ｉ対応の表示機器と呼ばれるものであっても表示デバイス１１５の表示
パネルが物理的に正規の水平１９２０画素を表示パネル画素数として持たず、それ以下の
画素数である場合がある。例えば水平１２８０画素の場合がある。これは、例えば、電子
プログラムガイドのようなコンピュータグラフィクスにより生成されたビットマップパタ
ーンを表示する場合である。この場合、水平１９２０画素のデータで送信装置１００から
受信装置１１０に信号を伝送するよりは、水平１２８０画素で伝送から表示まで行ったほ
うが特に細い縦線などの輪郭がはっきり出て、好ましいことがある。また、この場合には
画素数が少なくなるため、送信装置１００から受信装置１１０への伝送の負荷も軽減され
る。
【００４８】
　実施の形態５では、受信装置１１０は第１の回路属性情報に「表示パネルの解像度」を
更に含んでいる。また、送信装置１００は表示デバイス１１５の表示パネルの解像度情報
を映像音声の伝送路とは独立な低速の信号線を介して得る。そうして、送信装置１００は
現在出力中の映像フレームが電子プログラムガイドのようなビットマップパターンである
場合に、表示デバイス１１５の表示パネルの解像度で出力する。加えて、送信装置１００
は同時に帰線期間１５３（または帰線期間１４３）のパケット１５１（またはパケット１
４１）を用いて当該解像度で出力していることを受信装置１１０側に伝えるように作用す
る。
【００４９】
　このような仕組みを設けることで、従来は受信装置１１０側だけが知っている表示パネ
ルの解像度を送信装置１００側に知らせることが出来る。そのため、送信装置１００側で
の出力フォーマットを決定する上で更に役立ち、結果的に更に高品質な表示を得ることが
出来る。
【００５０】
　なお、上述した説明においては、入力された放送波に含まれる映像信号に対する画質の
補正処理について説明したが、本願発明はこれに限定されるものではなく、入力された放
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送波に含まれる音声信号に対する音質の補正処理や入力された放送波に含まれるデータ信
号に対する信号の補正処理についても適用することも可能である。
【００５１】
　（実施の形態６）
　図６は、本発明の実施の形態６における送受信装置のブロック図である。送信装置６０
０は、音声信号源６０１と第１のマイコン６０２と音声データ発生部６０３で構成されて
いる。受信装置６１０は、合成部６１１と出音デバイス６１２と一時記憶部６１３と制御
部６１４で構成されている。
【００５２】
　音声信号源６０１は一般にはＭＰＥＧデコーダなどで構成されたベースバンド音声信号
を出力する。第１のマイコン６０２は送信装置６００を制御する。音声データ発生部６０
３は予め設定した音声データを発生する。一時記憶部６１３は送信装置６００内部の音声
データ発生部６０３からの音声データを事前に記憶する。制御部６１４は一時記憶部６１
３の出力を合成するかどうかを制御する。図７は音声データ発生部６０３の内容の一例を
示す図である。
【００５３】
　音声信号源６０１は放送などの電波から音声をデコードし、ベースバンド音声信号を出
力する。
【００５４】
　まず、音声データ発生部６０３の音声データは、低速の信号線を介して一時記憶部６１
３に予め複製が記憶される。
【００５５】
　図７は、一時記憶部６１３に予め複製が記憶される音声データとＩＤ番号との関係を示
す表である。図７において、音声データが「録画開始時間を選択して下さい」はＩＤ番号
が「１」で記録され、音声データが「録画収録時間を選択して下さい」はＩＤ番号が「２
」で記録され、音声データが「よろしければＯＫを押して下さい」はＩＤ番号が「３」で
記録される。これらは、音声データとＩＤ番号との関係の例である。
【００５６】
　その後、ＩＤ番号「１」を出音したいときに、第１のマイコン６０２が音声データを送
信装置６００から送るのではなく、ＩＤ番号が低速信号線で受信装置６１０へ送られる。
受信装置６１０はＩＤ番号を基にして再生すべき音声データを一時記憶部６１３から呼び
出し、合成部６１１で合成して出音デバイス６１２に出力する。
【００５７】
　以上の構成により、音声信号源６０１からの信号に音声データを重畳しなくても受信装
置６１０側で重畳することが出来る。送信装置６００から出力される音声が圧縮ストリー
ムである場合には、本構成はデコードと再圧縮をしなくて済むため、高音質な伝送を可能
にする。
【００５８】
　（実施の形態７）
　次に、上述した各実施の形態がＨＤＭＩ（登録商標）を適用した場合の具体的な構成に
ついて説明する。なお、ここで示す実施の形態７はあくまでも一実施例であって、本発明
は、必ずしもこの実施の形態に限定されるものではない。
【００５９】
　また、実施の形態７において、ＨＤＭＩ規格の説明に用いる図８と図１０と図１１は、
Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ「Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　０．９」「Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅ
ｒｓｉｏｎ　１．０」「Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．１」から引
用している。従って、これらの個々の図面の詳細な説明は省略し、本発明に関連する部分
を説明する。
【００６０】
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　以下に、本発明を実現するための構成について図８から図１１を参照して説明する。図
８は、ＨＤＭＩ規格により構成されたＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ８００ＡとＨＤＭＩ　Ｓｉ
ｎｋ９００Ａの構成を示すブロック図である。ＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ８００Ａは図１の
送信装置１００あるいは図６の送信装置６００に備えられ、ＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ９００Ａ
は図１の受信装置１１０あるいは図６の送信装置６１０に備えられる。
【００６１】
　ＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ８００ＡとＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ９００Ａとは、ＴＭＤＳ（Ｔｒ
ａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎ
ｇ）の「Ｃｈａｎｎｅｌ１」から「Ｃｈａｎｎｅｌ４」、「ＴＭＤＳ　Ｃｌｏｃｋ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ」及び「ＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」により接続
されている。ＨＤＭＩケーブル及びコネクター１０００は、４つの差動信号線１００２か
ら差動信号線１００８により接続されている。３つの差動信号線１００２（「ＴＭＤＳ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　０」）から差動信号線１００６（「ＴＭＤＳ　Ｃｈａｎｎｅｌ　２」）
によりＴＭＤＳデータが伝送され、１つの差動信号線１００８（「ＴＭＤＳ　Ｃｌｏｃｋ
　Ｃｈａｎｎｅｌ」）によりクロック情報が伝送される。これらの差動信号線１００２か
ら差動信号線１００８により、映像と音声及び制御信号（補助データ）が伝送される。
【００６２】
　ＨＤＭＩ送信部８５０（図８ではＨＤＭＩ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒと記載する）は映
像信号（図８でＶｉｄｅｏと記載する）と音声信号（図８でＡｕｄｉｏと記載する）を受
け、制御信号（図８でＣｏｎｔｒｏｌ／Ｓｔａｔｕｓと記載する）を入出力する。さらに
、ＨＤＭＩ送信部８５０は上述のＴＭＤＳデータとクロック情報を送出する。
【００６３】
　ＨＤＭＩ受信部９５０（図８ではＨＤＭＩ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒと記載する）は映像信号
（図８でＶｉｄｅｏと記載する）と音声信号（図８でＡｕｄｉｏと記載する）を出力し、
制御信号（図８でＣｏｎｔｒｏｌ／Ｓｔａｔｕｓと記載する）を入出力する。さらに、Ｈ
ＤＭＩ受信部９５０は上述のＴＭＤＳデータとクロック情報を受信する。
【００６４】
　ここで、伝送される映像データは、「ＲＧＢ」又は「ＹＣｂＣｒ４：４：４」又は「Ｙ
ＣｂＣｒ４：２：２」のフォーマットの何れにでもコード化することが可能である。「Ｒ
ＧＢ」は赤と緑と青の成分で構成される映像フォーマットである。「ＹＣｂＣｒ４：４：
４」は輝度成分と２つの色差成分で構成され、輝度成分と２つの色差成分との標本化周波
数比が４：４：４の映像フォーマットである。「ＹＣｂＣｒ４：２：２」は輝度成分と２
つの色差成分で構成され、輝度成分と２つの色差成分との標本化周波数比が４：２：２の
映像フォーマットである。
【００６５】
　また、クロック情報を伝送する差動信号線１００８は、映像信号クロックを伝送する。
この映像信号クロックは、上述した３つの差動信号線１００２から差動信号線１００６に
より伝送されるＴＭＤＳデータの処理に使用される。さらに、ＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ８
００ＡとＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ９００Ａとは、「ＤＤＣ」を伝送する差動信号線１０１０に
より接続されている。この差動信号線１０１０により、ＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ８００Ａ
とＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ９００Ａとの間でそれぞれの構成やそれぞれの状態等の情報が交換
される。また、「ＣＥＣ　Ｌｉｎｅ」である差動信号線１０１２で、複数種類の映像音声
機器間において、高度な制御機能を実現することが可能になる。
【００６６】
　図９を参照しながら、図８に示すＨＤＭＩ規格により構成されたＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃ
ｅ８００ＡとＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ９００Ａの構成を更に詳細に説明する。
【００６７】
　図９において、ＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ８００ＡとしてＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００Ｂを
、ＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ９００ＡとしてＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂを用いて説明する。
【００６８】



(11) JP 4674637 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

　まず、最初にＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００Ｂについて説明する。ＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８０
０Ｂにおいては、端子８０２から入力されたＲＧＢ映像信号８０３と、端子８０４から入
力された音声信号８０５と、端子８０６から入力された制御信号８０７とは、多重化回路
８０８において、時間多重され、映像音声多重信号８０９となる。その時間多重は、映像
ブランキング期間（帰線期間）に時間軸圧縮した音声信号８０５と制御信号８０７を多重
する方式であり、この時間多重によって映像音声多重信号８０９が形成される。次に、映
像音声多重信号８０９はＨＤＣＰエンクリプト回路８１０において暗号化されてコピーガ
ードがかけられる。暗号化に際して、ＨＤＣＰエンクリプト回路８１０は、第１のＨＤＣ
Ｐキー発生部８１２から必要に応じて鍵信号を受け取り暗号化を行う。次に、暗号化され
た信号は、ＴＭＤＳ送信回路８１４に入力され、１０ビットに変換された後、ＴＭＤＳエ
ンコードされた後に差動シリアル化されて、ＨＤＭＩ接続端子８１６を介して伝送される
。差動信号線１００２は「ＴＭＤＳ　Ｃｈａｎｎｅｌ　０」であってＢ信号（青信号）を
、差動信号線１００４は「ＴＭＤＳ　Ｃｈａｎｎｅｌ　１」であってＧ信号（緑信号）を
伝送する。差動信号線１００６は「ＴＭＤＳ　Ｃｈａｎｎｅｌ　２」であってＲ信号（赤
信号）を伝送する。差動信号線１００８は「ＴＭＤＳ　Ｃｌｏｃｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ」で
あってＣｌｏｃｋ（クロック信号）を伝送する。
【００６９】
　ここで、ＨＤＣＰの鍵情報やＥＤＩＤ情報は、ＨＤＭＩ接続端子８１６及びＨＤＭＩ接
続端子９０２を介して、ＤＤＣ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ラインの
差動信号線１０１０のＩ２Ｃバスで送受信される。ＥＤＩＤ９０４は、ディスプレイが許
容する信号フォーマットなどのＥＤＩＤ情報を格納したＲＯＭ等の蓄積デバイスである。
ＥＤＩＤ情報は必要に応じてＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００Ｂの第２のマイコン８１８によっ
て読み出される。より具体的には、第２のマイコン８１８が、ＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００
ＢがＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂに接続された事を検出して、ＥＤＩＤ９０４に格納された
ＥＤＩＤ情報を読み出す。
【００７０】
　次に、ＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂについて詳細に説明する。ＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂ
に入力された３系統の映像信号（Ｒ信号とＧ信号とＢ信号）と１系統のクロック信号はＴ
ＭＤＳ受信回路９０６に入力される。入力されたこれらの信号は、パラレル化及びＴＭＤ
Ｓデコード及び１０／８ビット変換された後、８ビットのＲＧＢ映像信号に復元される。
復元された８ビットのＲＧＢ映像信号は、ＨＤＣＰデクリプト回路９０８で暗号が解かれ
て、映像信号抽出回路９１０、音声信号抽出回路９１２、制御信号抽出回路９１４、パケ
ット判別回路９２６にそれぞれ入力される。ＨＤＣＰデクリプト回路９０８は、ＨＤＭＩ
対応ＳＴＢ８００Ｂからの鍵情報に応答して、第２のＨＤＣＰキー発生部９１６から鍵情
報をＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００Ｂに送信し、ＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００Ｂがベリファイし
た後に、暗号が解除される。
【００７１】
　制御信号抽出回路９１４は、映像ブランキング期間（帰線期間）に重畳されている制御
信号８０７を抽出し、制御信号８０７は第３のマイコン９１８に入力される。また、映像
信号抽出回路９１０は、ＲＧＢ映像信号をＴＶ表示部９２０に供給する。なお、ここで、
図示はしていないが、ＯＳＤ付加回路等を設けて、第３のマイコン９１８によって制御す
ることにより、ＲＧＢ映像信号にＯＳＤ信号を付加することも可能になる。
【００７２】
　次に、音声信号抽出回路９１２は、映像ブランキング期間（帰線期間）に重畳されてい
る音声信号８０５を抽出し、抽出された音声信号８０５はＤ／Ａ変換器９２２でＤ／Ａ変
換（デジタルアナログ変換）された後に音声出力部９２４に供給される。
【００７３】
　ここで、ＨＤＭＩ規格における信号の構成について更に説明する。図１０は、全画面は
横８５８画素で縦５２５ラインであって、その中の有効画面は横７２０画素で縦４８０ラ
インであるＳＤ画面を例にしている。垂直ブランキング期間（垂直帰線期間）は４５ライ
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ンであって、水平ブランキング期間（水平帰線期間）は１３８画素である。ＴＭＤＳ　Ｐ
ｅｒｉｏｄｓ（ＴＭＤＳ期間）は、Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｅｒｉｏｄ（コントロール期間）
、Ｄａｔａ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｐｅｒｉｏｄ（データアイランド期間）、Ｖｉｄｅｏ　Ｄａ
ｔａ　Ｐｅｒｉｏｄ（ビデオ期間）から構成される。このデータアイランド期間でＰａｃ
ｋｅｔ　ｄａｔａ（パケットデータ）が伝送される。パケットデータは、Ａｕｄｉｏ　ｓ
ａｍｐｌｅ（音声信号）やＩｎｆｏ　ｆｒａｍｅ（信号に付帯した情報）などから構成さ
れる。このように、音声信号は、映像ブランキング期間（帰線期間）に存在するデータア
イランド期間を利用して伝送される。
【００７４】
　次に、ここで、図１１にデータアイランドの構成について説明する。データアイランド
で伝送されるパケットの識別（パケットタイプ）は、パケットヘッダ（図１１におけるＰ
ａｃｋｅｔ　Ｈｅａｄｅｒ１及びＰａｃｋｅｔ　Ｈｅａｄｅｒ２）により行うことができ
、ＴＭＤＳ信号のＣｈａｎｎｅｌ０のｂｉｔ２で伝送される。
【００７５】
　ここで、図１２を参照して、より詳細なデータアイランドパケットの構成を説明する。
Ｃｈａｎｎｅｌ０のＤ２で伝送される３２ビットのデータ（ＢＣＨ　ｂｌｏｃｋ４）は、
図１２に示すように、８ビットごとにＢｙｔｅ０（ＨＢ０）、Ｂｙｔｅ１（ＨＢ１）、Ｂ
ｙｔｅ２（ＨＢ２）、パリティからなり、ＨＢ０からＨＢ２までをパケットヘッダと呼ぶ
。図１３に示すように、ＨＢ０は、パケットタイプを示しており、ＨＢ１及びＨＢ２は、
ｐａｃｋｅｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｄａｔａを示している。
【００７６】
　一方、Ｃｈａｎｎｅｌ１とＣｈａｎｎｅｌ２の各ビットは図１２に示すように、８ビッ
ト（１バイト）ごとに順番に並べ替えられて、パケットボディー（ＰＢ）が構成される。
具体的には、Ｃｈａｎｎｅｌ１のＤ０とＣｈａｎｎｅｌ２のＤ０及びパリティビット８ビ
ットを付加することにより、ＢＣＨｂｌｏｃｋ０が構成される。同様に、Ｃｈａｎｎｅｌ
１のＤ１とＣｈａｎｎｅｌ２のＤ１及びパリティビットによりＢＣＨｂｌｏｃｋ１が構成
される。Ｃｈａｎｎｅｌ１のＤ２とＣｈａｎｎｅｌ２のＤ２及びパリティビットによりＢ
ＣＨｂｌｏｃｋ２が構成される。Ｃｈａｎｎｅｌ１のＤ３とＣｈａｎｎｅｌ２のＤ３及び
パリティビットによりＢＣＨｂｌｏｃｋ３が構成される。ここで、ＢＣＨｂｌｏｃｋ１は
、Ｂｙｔｅ０からＢｙｔｅ６からなるＳｕｂｐａｃｋｅｔ０及びパリティビットにより構
成されており、ＢＣＨｂｌｏｃｋ１から３におけるＢｙｔｅ０からＢｙｔｅ６によって、
ＰａｃｋｅｔＢｏｄｙが構成されている。以上のように、データアイランドは、ＨＢ０か
らＨＢ２からなるパケットヘッダとＢＣＨｂｌｏｃｋ１からｂｌｏｃｋ４により構成され
るパケットボディ及びパリティビットにより構成されている。
【００７７】
　次に、上述したパケットヘッダ及びパケットタイプについて図１２を参照しながら説明
する。図１２は、データアイランドパケットのパケットヘッダの構成を示したものである
。ここで、パケットヘッダは２４ビットのデータと８ビットのＢＣＨ　ＥＣＣ（Ｅｒｒｏ
ｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）ｐａｒｉｔｙにより構成されている。その内８ビ
ットはＨＢ０において後述するパケットタイプを示しており、残りの１６ビットはＰａｃ
ｋｅｔ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｄａｔａを示すために使用されている。
【００７８】
　ここで、ＨＢ０におけるパケットタイプについて詳細に説明する。図１４に示すように
、Ｐａｃｋｅｔ　Ｔｙｐｅ　Ｖａｌｕｅの０ｘ８０には、ＥＩＡ／ＣＥＡ－８６１Ｂ　Ｉ
ｎｆｏＦｒａｍｅのパケットが格納されている。ここで、ＩｎｆｏＦｒａｍｅ　Ｔｙｐｅ
が０ｘ８２の領域にはＡＶＩ（Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｖｉｄｅｏ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）が格納されており、図１５に示すように、各ＤａｔａＢｙｔｅごとに伝送する情報が
決められている。例えば、ＤａｔａＢｙｔｅ１では、オーバースキャン（テレビ用）・ア
ンダースキャン（コンピュータ用）の情報、ＤａｔａＢｙｔｅ２では、アスペクトレシオ
の情報、ＤａｔａＢｙｔｅ４では、ビデオフォーマットの情報（４８０ｐから１０８０ｐ
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までの３４種類がコード上で定義されている。図１６参照。）などが伝送されている。ま
た、ＩｎｆｏＦｒａｍｅ　Ｔｙｐｅが０ｘ８３の領域には、Ｓｏｕｒｃｅ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ　ＩｎｆｏＦｒａｍｅが格納されており、図１７に示すように
、各ＤａｔａＢｙｔｅごとに伝送する情報が決められている。例えば、ＤａｔａＢｙｔｅ
１から８まではＶｅｎｄｏｒ．ｎａｍｅ．Ｃｈａｒａｃｔｅｒ（ベンダーネーム）の情報
が８文字までで格納されている。ＯＳＤ表示に際し、８文字以上の会社名の時は、会社名
を補完して表示できるように、ＯＳＤ付加回路（図示せず）に、８文字をアドレスとして
完全な会社名を出力する記憶手段を有する構成としてもよい。また、ＤａｔａＢｙｔｅ９
から２４まではＰｒｏｄｕｃｔ．Ｄｅｓｃｒｉｐｔ．Ｃｈａｒａｃｔｅｒ（モデルナンバ
ー）の情報が格納されている。
【００７９】
　本願発明の実施の形態１と実施の形態２においては、図８及び図９におけるＣＥＣライ
ンである差動信号線１０１２を介して、ＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ８００ＡとＨＤＭＩ　Ｓ
ｉｎｋ９００Ａにおける画質の制御情報を通信する。具体的には、図９に示すＨＤＭＩ対
応ＳＴＢ８００Ｂの第２のマイコン８１８によりＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００Ｂにおける第
１の回路属性情報がＨＤＭＩ接続端子８１６を介してＣＥＣラインである差動信号線１０
１２により、ＨＤＭＩ対応ＴＶ９００ＢのＨＤＭＩ接続端子９０２に転送される。ＨＤＭ
Ｉ対応ＴＶ９００Ｂでは、この転送された情報とＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂにおける第２
の回路属性情報とが第３のマイコン９１８を利用して比較される。この第１の回路属性情
報と第２の回路属性情報との比較により、ＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００ＢとＨＤＭＩ対応Ｔ
Ｖ９００Ｂの画質処理能力を比較することが可能になる。その結果、ＨＤＭＩ対応ＳＴＢ
８００Ｂに入力された映像信号について、上述したＩＰ変換やエッジ強調や色補正をＨＤ
ＭＩ対応ＳＴＢ８００ＢとＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂのいずれで処理するかが決定できる
。
【００８０】
　さらに、仮にＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００Ｂに含まれる第１の高画質処理回路（図８と図
９には記載されていない）により映像信号の処理がなされた場合は以下の通りである。即
ち、ＨＤＭＩ接続端子８１６を介して伝送される信号の一部にＨＤＭＩ対応ＳＴＢ８００
Ｂにより映像信号の処理を行っているのでＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂ側で映像信号の処理
が不要であるという情報を送出することが可能である。この映像信号の処理の要否の情報
は、上述した「ＴＭＤＳ　Ｐｅｒｉｏｄ」の「Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｅｒｉｏｄ」に挿入す
ることも可能であり、また、ＣＥＣラインである差動信号線１０１２を通じて転送するこ
とも可能である。
【００８１】
　なお、上述した例においては、映像信号に対する画質制御について説明したが、本願発
明はこれに限られるものではなく、音声信号に対する音質制御についても適用可能である
。
【００８２】
　また、上述した例においては、映像信号と音声信号の画質や音質の制御について、回路
属性情報に基づいて判別する例について説明した。しかし、本願発明は、これに限定され
るものではない。例えば、ＩＰ変換は送信装置１００で行いエッジ強調は受信装置１１０
で行なった場合とＩＰ変換は受信装置１１０で行いエッジ強調は送信装置１００で行った
場合について、表示デバイス１１５上に複数のパターンを表示し、ユーザーに選択を要求
することも可能である。これにより、よりユーザーの所望する画質や音質の制御方法を提
供することが可能になる。
【００８３】
　なお、上述した例においては、送信装置１００と受信装置１１０の２つの組み合わせ（
或いは送信装置６００と受信装置６１０の２つの組み合わせ、或いはＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒ
ｃｅ８００ＡとＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ９００Ａの２つの組み合わせ、或いはＨＤＭＩ対応Ｓ
ＴＢ８００ＢとＨＤＭＩ対応ＴＶ９００Ｂの２つの組み合わせ）について説明した。しか
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し、例えばＨＤＭＩにより複数の装置が接続されている場合には、さらに３つの機器の組
み合わせにより最適な装置での処理を行うことも可能である。これにより、より多くのバ
リエーションを選択することが可能になり、より適切な画質及び音質の処理を行うことが
可能になるものである。
【００８４】
　本願発明における実施の形態３と実施の形態４においては、上述した図１０のＴＭＤＳ
　ＰｅｒｉｏｄのＣｏｎｔｒｏｌ　Ｐｅｒｉｏｄに、実施の形態３における静止画又は動
画の情報や座標の情報が挿入される。また、上述した図１０のＴＭＤＳ　Ｐｅｒｉｏｄの
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｅｒｉｏｄに、実施の形態４における解像度の情報が挿入される。
【００８５】
　本願発明における第５の実施形態においては、図１１に示した映像フォーマットの種類
の情報から、送出された信号に応じて、より最適な解像度の情報を送信装置側から提供す
る。
【００８６】
　図１１において、「Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｅ」欄は映像フォーマットのコードを示してい
る。「Ｖｉｄｅｏ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ」欄は映像フォーマットを示している。ＥＩ
Ａ／ＣＥＡ－８６　Ｒｅｐｅａｔ　Ｖａｌｕｅｓ」欄はＥＩＡ／ＣＥＡ－８６規格での画
素繰り返しの規定を示している。「ＨＤＭＩ　Ｐｉｘｅｌ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｖａｌｕｅｓ
」欄はＨＤＭＩ規格での画素繰り返しの規定を夫々示している。「Ｖｉｄｅｏ　Ｄｅｓｃ
ｒｉｐｔｉｏｎ」欄での各映像フォーマットは、「有効水平画素数」「×」「有効ライン
数及び走査方式」「＠」「フィールド周波数（またはフレーム周波数）」の順に表示され
ている。映像フォーマット「６４０×４８０ｐ＠６０Ｈｚ」を例に挙げると、「有効水平
画素数」は６４０画素、「有効ライン数及び走査方式」は４８０ラインでプログレッシブ
走査方式、「フィールド周波数（またはフレーム周波数）」は６０Ｈｚであることを示し
ている。
【００８７】
　なお、上述した説明においては、入力された放送波に含まれる映像信号に対する画質の
補正処理について説明したが、本願発明はこれに限定されるものではなく、入力された放
送波に含まれる音声信号に対する音質の補正処理や入力された放送波に含まれるデータ信
号に対する信号の補正処理についても適用することも可能である。
【００８８】
　本発明における第６の実施形態においては、ＩＤ番号をＣＥＣラインである差動信号線
１０１２を通じて伝送することにより、送信装置６００側において、入力された音声信号
８０５に新たな音声信号を付加することなく、受信装置側において所望の音声データを出
力することが可能になる。
【００８９】
　以上の説明から明らかな通り、本発明の映像音声信号処理方式および送受信装置は、双
方向信号線で送信側と受信側で通信するとともに映像や音声に同期した制御信号を伝送す
る双方向通信線と、若干の制御回路の追加のみでシステム全体の最適制御がフレーム精度
でおこなえる。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明の送信装置、受信装置および送受信装置は、双方向信号線で送信側と受信側で通
信することなどにより、送信側と受信側で回路属性情報を共有することができる。従って
、本発明の送信装置、受信装置および送受信装置は高画質や高音質な送受信システムの構
築に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本願発明の送信装置と受信装置の構成を示すブロック図
【図２Ａ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
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【図２Ｂ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
【図３Ａ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
【図３Ｂ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
【図３Ｃ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
【図３Ｄ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
【図３Ｅ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
【図３Ｆ】本願発明の回路属性情報の一例を示す図
【図４Ａ】本願発明の送信装置から伝送される映像フレームの構成を示す図
【図４Ｂ】本願発明の送信装置から伝送される映像フレームの構成を示す図
【図５Ａ】本願発明の送信装置から伝送される映像フレームの構成を示す図
【図５Ｂ】本願発明の送信装置から伝送される映像フレームの構成を示す図
【図６】本願発明の送信装置と受信装置の構成を示すブロック図
【図７】音声データＩＤの一例を示す図
【図８】本発明の構成の概略を示すブロック図
【図９】本発明の構成を示すブロック図
【図１０】本発明のＨＤＭＩ規格における信号の構成を示す図
【図１１】本発明のデータアイランドの構成を示す図
【図１２】本発明のデータアイランドパケットの構成を示す図
【図１３】本発明のデータアイランドのパケットヘッダの構成を示す図
【図１４】本発明のＰａｃｋｅｔＴｙｐｅＶａｌｕｅの構成を示す図
【図１５】本発明のＡＶＩに格納されたデータの構成を示す図
【図１６】本発明のビデオフォーマットの種類を示す図
【図１７】本発明のＳｏｕｒｃｅＰｒｏｄｕｃｔＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎＩｎｆｏＦｒａ
ｍｅの構成を示す図
【符号の説明】
【００９２】
　１００，６００　　送信装置
　１０１　　映像信号源
　１０２　　第１の高画質処理回路
　１０３　　制御回路
　１０４　　第１の記録部
　１１０，６１０　　受信装置
　１１１　　第２の高画質処理回路
　１１２，６１３　　一時記憶部
　１１３　　比較部
　１１４　　第２の記録部
　１１５　　表示デバイス
　８００Ａ　　ＨＤＭＩ　Ｓｏｕｒｃｅ
　８００Ｂ　　ＨＤＭＩ対応ＳＴＢ
　８０３　　映像信号
　８０５　　音声信号
　８０７　　制御信号
　８０８　　多重化回路
　８０９　　多重信号
　８１０　　ＨＤＣＰエンクリプト回路
　８１２　　第１のＨＤＣＰキー発生部
　８１４　　ＴＭＤＳ送信回路
　８１６　　ＨＤＭＩ接続端子
　８１８　　第２のマイコン
　９００Ａ　　ＨＤＭＩ　Ｓｉｎｋ



(16) JP 4674637 B2 2011.4.20

10

20

　９００Ｂ　　ＨＤＭＩ対応ＴＶ
　９０２　　ＨＤＭＩ接続端子
　９０４　　ＥＤＩＤ
　９０６　　ＴＭＤＳ受信回路
　９０８　　ＨＤＣＰデクリプト回路
　９１０　　映像信号抽出回路
　９１２　　音声信号抽出回路
　９１４　　制御信号抽出回路
　９１６　　第２のＨＤＣＰキー発生部
　９１８　　第３のマイコン
　９２０　　ＴＶ表示部
　９２２　　Ｄ／Ａ変換器
　９２４　　音声出力部
　９２６　　パケット判別回路
　１００２　　差動信号線
　１００４　　差動信号線
　１００６　　差動信号線
　１００８　　差動信号線
　１０１０　　差動信号線
　１０１２　　差動信号線

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】



(17) JP 4674637 B2 2011.4.20

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】

【図３Ｆ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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